
ｂ

表　　層 （密粒度アスコン）
上層路盤 （Ｍ-３０）
下層路盤 （ＲＣ－４０）

　  １車線道路縦断方向

（５）

（４）

Ｃ

２車線道路縦断方向　Ｃ=１車線を復旧対象とする

横断方向の本復旧幅

１車線道路、２車線道路ともに、本復旧幅を１．６ｍ以上で復旧する。

Ⅱ 上記復旧箇所の肩から路肩舗装端までの幅が１．２ｍ未満の場合は、その部分も復旧対象とする。

残幅員１．２ｍ未満

（復旧対象となる）

（舗装構成 ： 表層 ４ｃｍ，　上層 ９ｃｍ，　下層 ２０ｃｍ）

ⅱ 平成１５年度以降の計画道路は、信頼性５０％、Ｔ＜１００、設計ＣＢＲ３の構成とする。

平成１５年度以降の計画道路は、信頼性９０％、Ｔ＜１００、設計ＣＢＲ３の構成とする。

②

ⅰ

道 路 掘 削 工 事 に か か る 路 面 復 旧 要 領

　　　奈義町の道路掘削工事にかかる路面復旧要領は次のとおりとする

仮復旧について

（１）（１） Ｔ－２５ ｔ用　（除雪対応型） 復旧幅は、原則として掘削幅とする。

管 保 護 部 分

上 記 以 外
の 部 分

１埋　　　戻　　　材　　　料 人孔蓋の使用区分

上水道工事 下水道工事

ダスト 砕石（RC-40)

砕石（RC-40) 砕石（RC-40)

全幅４ｍ以上の道路に使用

（２） Ｔ－１４ ｔ用　

全幅４ｍ未満の道路と歩道に使用

（２） 埋戻しの転圧は層厚２０ｃｍ毎に行い、表層厚は３ｃｍとすること。また、きめ細かく点検を行い、沈下、段差等交通への支障を発見した場合

２ 本復旧について

は、早急に対応すること。

（１）

（２） 舗装構成

本復旧の時期

仮復旧の後、自然転圧時期を置いて速やかに本復旧を実施すること。

全幅７ｍ道路①

Ⅰ 既設舗装構成のとおりとする。

Ⅱ 既設舗装構成が分からない場合は、

ⅱ 平成１５年度以降の計画道路は、信頼性９０％、１００≦Ｔ＜２５０、設計ＣＢＲ３の構成とする。

ⅰ 平成１４年度以前の計画道路は、Ｌ交通、設計ＣＢＲ３の構成とする。

Ⅱ 既設舗装構成が分からない場合は、

ⅰ 平成１４年度以前の計画道路は、Ａ交通、設計ＣＢＲ３の構成とする。

③

（舗装構成 ： 表層 ５ｃｍ，　上層 １５ｃｍ，　下層 ３５ｃｍ）

全幅５ｍ道路

Ⅰ 既設舗装構成のとおりとする。

Ⅱ 既設舗装構成が分からない場合は、

ⅱ

影響幅は、３０ｃｍとする。

全幅４ｍ道路

（舗装構成 ： 表層 ５ｃｍ，　上層 １５ｃｍ，　下層 ２０ｃｍ）

Ⅰ 既設舗装構成のとおりとする。

平成１４年度以前の計画道路は、簡易舗装要綱（平成１５年度以降は「自動車の交通量が少ない道路における舗装断面の例」

（舗装構成 ： 表層 ５ｃｍ，　上層 １０ｃｍ，　下層 １５ｃｍ）

ては、復旧幅以外も復旧対象とする。

④ 全幅３ｍ道路

表層４ｃｍ、　上層１２ｃｍの構成とする。

標　準　断　面　図

②

（３） 影響幅

上記復旧箇所の肩から路肩舗装端までの幅が１．２ｍ未満の場合、はその残幅員も復旧対象とする。

縦断方向の本復旧幅

を適用）、設計ＣＢＲ３の構成とする。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成１６年　８月　１日作成

２車線道路

Ⅰ

（６） その他

施行状況、現場状況等によっては、上記以上の舗装構成又は幅員による復旧を依頼することがある。また、工事により破損した箇所につい

a = 掘削幅

= 表層工の幅

a

表層工の本復旧幅は、１車線とする。

① １車線道路

Ⅰ 表層工の本復旧幅は、掘削幅と両側の影響幅を含めた幅とする。ただし、最低１．６ｍ以上とする。

Ⅱ

（上記残幅員が確保できれば復旧の対象とならず）
１．２ｍ以上

Ｃ
C=１．６ｍ以上

a ｂ

Ｃ

b = 影響幅

ＣＬ


